
～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～
＝年金は世代と世代の支え合い＝

お問い合わせ先 町 民 課 戸 籍 医 療 年 金 係　（ＴＥＬ　２－２４５３）
函館年金事務所　国民年金課　（ＴＥＬ　０１３８－５６－１１６５）

４月から年金手帳は「基礎年金４月から年金手帳は「基礎年金
番号通知書」に変わります！番号通知書」に変わります！

「 学 生 納 付 特 例 制 度 」 の 申 請 は 毎 年 必 要 で す ！
　国民年金は、２０歳から６０歳の方が必ず加入しなければならない公的年金制度です。学生には、在学期間中の国

民年金の掛け金の支払いを学生本人が社会人になるまで猶予される学生納付特例制度があります。

　もしも、支払いせずに未納のまま放っておくと、将来の年金に影響がでたり、もしもの時の障害年金がもらえな

くなってしまいます。

◇対象となる学生
　大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校、各種学校※に在学する２０歳以上の学生。

　（※学校教育法で規定されている修業年限が１年以上の課程のある学校）

　ただし、学生本人の前年所得が１２８万円＋扶養親族等の数×３８万円以下であること。

◇承認期間は？
　４月（在学中に２０歳になる方は誕生月）から翌年の３月までです。申請は毎年必要となります。

※前年度に学生納付特例を承認された方については、翌年度も引き続き同じ学校に在学する予定であることが確認

できている場合は、４月に送付されるハガキにて申請手続きができます。この場合の添付書類は必要ありません。

◇申請に必要なもの
　◉学生証のコピー、または在学証明書　　◉年金手帳または基礎年金番号通知書

◇承認された場合、将来受け取る年金額はどうなるの？
　将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。ただし、年金額には反映されません。

　令和４年４月以降、①新たに年金制度に加入する方、②年金手帳の

紛失等により再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書が発行さ

れます。

現在年金手帳をお持ちの

方は引き続き大切に保管

して下さい。

　日本年金機構では２０歳になられた方向けに国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の

手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

▽動画はこちら▽
（ＵＲＬ）「国民年金の加入と保険料のご案内」

　　　　　https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

※承認を受けてから１０年以内であれば、さかのぼって納めることができるので、老齢基礎年金の受給額
を満額にするためにも卒業後は追納をおすすめします！

○日本年金機構からのお知らせです○○日本年金機構からのお知らせです○
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